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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エリアの３Ｄ画像を生成する方法であって、
　前記３Ｄ画像は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）画像であり、
　前記方法は、
　　１つまたは複数のＳＡＲシステムを用いて前記エリアから複数のデータセットを取得
するステップであって、各ＳＡＲシステムは、少なくともペアの平行なベースラインと、
複数のパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）とを有し、各ベースラインの所定のＰＲＦは他の
ＰＲＦと異なるように前記複数のＰＲＦからランダムに選択される、ステップと、
　　前記データセットを登録するとともに整列し、整列したデータセットを作成するステ
ップと、
　　前記整列したデータセットに圧縮センシングに基づく方法を適用し、前記エリアに対
応する前記３Ｄ画像を生成するステップと、
　を備え、
　前記ステップは、プロセッサで実行される、
　エリアの３Ｄ画像を生成する方法。
【請求項２】
　前記データセットは、各ベースラインにおいて一様にサンプリングされる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ベースラインは、互いに平行である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記データセットは、複数のＳＡＲシステム、または単一ＳＡＲシステムの複数のパス
から取得される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のベースラインは、ランダムに空間的に分布する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　全ての前記データセットが処理される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記圧縮センシングに基づく方法は、反復再構成方法である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　エリアの３Ｄ画像を生成するシステムであって、
　前記３Ｄ画像は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）画像であり、
　前記システムは、
　　前記エリアから複数のデータセットを取得するように構成された１つまたは複数のＳ
ＡＲシステムであって、各ＳＡＲシステムは、少なくともペアの平行なベースラインと、
複数のパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）とを有し、各ベースラインの所定のＰＲＦは他の
ＰＲＦと異なるように前記複数のＰＲＦからランダムに選択される、１つまたは複数のＳ
ＡＲシステムと、
　　前記データセットを登録するとともに整列し、整列したデータセットを作成し、前記
整列したデータセットに圧縮センシングに基づく方法を適用し、前記エリアに対応する前
記３Ｄ画像を生成するように構成されたプロセッサと、
　を備えた、エリアの３Ｄ画像を生成するシステム。
【請求項９】
　エリアの３Ｄ画像を生成するためのコンピュータプログラムを記憶した非一時的なコン
ピュータ可読媒体であって、
　前記３Ｄ画像は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）画像であり、
　前記コンピュータプログラムは、
　　１つまたは複数のＳＡＲシステムを用いて前記エリアから複数のデータセットを取得
するステップであって、各ＳＡＲシステムは、少なくともペアの平行なベースラインと、
複数のパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）とを有し、各ベースラインの所定のＰＲＦは他の
ＰＲＦと異なるように前記複数のＰＲＦからランダムに選択される、ステップと、
　　前記データセットを登録するとともに整列し、整列したデータセットを作成するステ
ップと、
　　前記整列したデータセットに圧縮センシングに基づく方法を適用し、前記エリアに対
応する前記３Ｄ画像を生成するステップと、
　をプロセッサに実行させる命令のセットを備え、
　前記ステップは、プロセッサで実行される、
　非一時的なコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には合成レーダシステムに関し、より詳細には、３次元断層イメージ
ングシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　合成開口レーダ（ＳＡＲ）システムは、移動プラットフォームに配置されたアンテナの
動きを利用して大きな仮想開口部を合成し、結果として高分解能イメージングをもたらす
。異なる空間ロケーションにおける各仮想配列は、ベースラインを形成する。単一パス（
単一ベースライン）ＳＡＲシステムは、対象エリアの２次元（２Ｄ）距離方位反射率を高
度分解能なしでイメージングすることが可能である。しかしながら、エリアの３次元（３
Ｄ）地形特徴等の３Ｄ構造は保持されない。
【０００３】
　２Ｄ画像は、本質的には３Ｄ反射率空間の２Ｄ距離方位イメージング平面への投影であ
る。この投影によって、いくつかのアーチファクトが生じる場合がある。例えば、レイオ
ーバアーチファクトでは、異なる仰角を有するいくつかの地形パッチが同じ距離方位分解
能セルにマッピングされる。非特許文献１を参照されたい。
【０００４】
　シャドーイングアーチファクトでは、ある特定のエリアが、照射経路に別の構造がある
ことに起因してＳＡＲシステムにとって不可視である。これらのアーチファクトは、たと
え干渉ＳＡＲ技法を用いたとしても、単一パスで解像することができない。
【０００５】
　ＴｅｒｒａＳＡＲ－ＸおよびＣＯＳＭＯ－Ｓｋｙｍｅｄの人工衛星の打ち上げによって
、３Ｄイメージングが可能になった。これらのシステムは、異なるベースラインおよび時
間において収集された複数のパスからの複素ＳＡＲ画像のスタックを利用し、散乱オブジ
ェクトの３Ｄロケーションおよび動き情報を捕捉する３Ｄ画像を形成する。非特許文献２
を参照されたい。
【０００６】
　単一レーダプラットフォームに搭載されたアンテナ１０１の複数のベースライン配列を
用いて、３Ｄ高度、距離および方位空間に関して３Ｄ画像を生成する従来の３Ｄ　ＳＡＲ
システムが図１に示される。この図は、異なる高度の点散乱体１０２を示す。
【０００７】
　図２は、図１のシステムの従来の３Ｄイメージングプロセスを示す。データ２０１は、
各ベースライン（１，．．．，Ｎ）１０１で取得される。２Ｄ　ＳＡＲイメージング２１
０は、各データ２０１に独立して適用され、２Ｄ画像（Ｉ１，Ｉ２，．．．，ＩＮ）２１
５を構成する。画像は、登録および整列され（２２０）、その後、３Ｄ画像再構成（２３
０）によって３Ｄ画像２４０が取得される。
【０００８】
　３Ｄ画像は、散乱体が同じ距離方位ロケーションに存在する場合でも、追加の高度次元
を用いて、高度に沿って複数の散乱体を分けることができる。しかしながら、３Ｄ画像は
、いくつかのトレードオフを要する。第１に、プラットフォームは、複数のベースライン
において画像を取得するために、対象エリアにわたっていくつかのパスを行う必要がある
。これにより、データ収集は、時間および非常に高い費用を要するものとなる。第２に、
高度分解能は、仰角開口の小ささに起因して、距離および方位の分解能に比べて大幅に劣
る。この仰角開口は、現代のＳＡＲセンサにおいて、例えば直径約５００メートルの緊密
な（ｔｉｇｈｔ）軌道チューブ（ｏｒｂｉｔａｌ　ｔｕｂｅ）として知られる。
【０００９】
　高度分解能は、圧縮センシング（ＣＳ）に基づく手法を用いて改善することができる。
非特許文献３を参照されたい。このＣＳ手法は、複数のベースラインと、単一ＳＡＲプラ
ットフォームの単一ＰＲＦとを用いる。この方法では、２Ｄ距離方位画像は、ベースライ
ンごとに再構成される。そして、圧縮センシングに基づく方法が高度分解能を改善するた
めに用いられる。この方法は、２Ｄ距離方位ピクセルごとのスパース性しか考慮していな
い。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【００１０】
【非特許文献１】Ｇｉｎｉ他「Ｌａｙｏｖｅｒ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉｂ
ａｓｅｌｉｎｅ　ＳＡＲ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　Ａ
ｎｔｅｎｎａｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ，　ｖｏｌ．　３８（４），　ｐｐ．
　１３４４－１３５６，　Ｏｃｔ　２００２．
【非特許文献２】Ｆｏｒｎａｒｏ他「Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｆｏｃｕｓ
ｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｍｕｌｔｉｐａｓｓ　ＳＡＲ　ｄａｔａ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　
Ｇｅｏｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ，　ｖｏｌ．　４１（３
），　ｐｐ．　５０７－５１７，　Ｍａｒｃｈ　２００３．
【非特許文献３】Ｚｈｕ他「Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｉｃ　ＳＡＲ　ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｂ
ｙ　Ｌ１－ｎｏｒｍ　ｒｅｇｕｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　－　ｔｈｅ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉ
ｖｅ　ｓｅｎｓｉｎｇ　ａｐｐｒｏａｃｈ」ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　Ｇｅｏｓｃｉｅｎ
ｃｅ　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ，　ｖｏｌ．　４８（１０），　ｐｐ．　
３８３９－３８４６，　Ｏｃｔ　２０１０．
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の実施形態は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）イメージングのための圧縮センシング
（ＣＳ）に基づく方法を提供する。本方法は、取得する必要のある生データの総量を減ら
し、高度の分解能を上げる。特に、本実施形態は、複数の平行なベースラインにおいて収
集されたＳＡＲデータを方位高度平面において用いる。高度の分解能は、従来の３Ｄ　Ｓ
ＡＲシステムのものと比べて実質的に高い。その増加量は約４倍である。
【００１２】
　各ベースラインの高度は、利用可能な高度空間においてランダムに分布する。さらに、
各ベースラインにおけるアンテナ配列は、一定パルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）またはパ
ルス繰り返しレート（ＰＲＲ）を用いる。これらは、時間単位（例えば、秒）ごとのパル
ス数である。各ベースラインのＰＲＦは異なる。したがって、複数のベースラインによっ
て、データ取得に柔軟性がもたらされる。例えば、データは、単一ＳＡＲプラットフォー
ムの複数のパスにおいて取得することもできるし、様々なＳＡＲプラットフォームから取
得することもできる。全てのベースラインが空間領域に整列および配置されるとすると、
ＣＳに基づく反復イメージング方法を用いることで、マルチベースラインデータを用いて
高分解能３Ｄ反射率マップを生成することができる。
【００１３】
　実施形態はいくつかの利点を提供する。特に、ＣＳに基づく方法を用いることで、非常
に少ない数のベースラインのみを用いて３Ｄ反射率を生成することができる。これにより
、データ収集に要する時間および費用が削減される。第２に、異なるＰＲＦのデータを一
緒に処理することで、単一ＳＡＲプラットフォームの複数のパスからのみならず、複数の
レーダプラットフォームからのデータも融合することが可能になる。複数のプラットフォ
ームによって、単一ＳＡＲプラットフォームに比べてはるかに大きな仮想仰角開口を形成
することが可能になる。その結果、非常に高い高度分解能、例えば、従来の３Ｄ　ＳＡＲ
システムの４倍の高度分解能が得られる。
【００１４】
　本方法は、３Ｄ断層ＳＡＲイメージングおよびＣＳに基づくＳＡＲイメージングに関す
るが、新たな寄与をなすものである。実施形態は、従来技術とは異なり、マルチベースラ
インデータにおいて複数の異なるＰＲＦを可能にする。これにより、データソースが単一
ＳＡＲプラットフォームから複数のプラットフォームに拡張され、はるかに大きな仰角開
口が可能になる。さらに、実施形態は、取得された生データに対し直接動作する、新たな
ＣＳに基づく反復イメージング方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来の断層合成開口レーダシステムの概略図である。
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【図２】従来のマルチベースライン合成開口レーダシステムのブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る、圧縮センシングに基づく３Ｄ合成開口レーダシステム
の概略図である。
【図４】本発明の実施形態に係る、図３の複数の合成開口レーダシステムを用いて３Ｄ画
像を生成するシステムおよび方法のブロック図である。
【図５Ａ】従来のイメージングの点散乱体を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態に係る、ＣＳに基づくイメージングの点散乱体を示す図であ
る。
【図６Ａ】従来技術の、図５Ａの再構成を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態に係る、図５Ｂの再構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図３および図４に示すように、本発明の実施形態は、合成開口レーダ（ＳＡＲ）３Ｄ画
像を生成する方法を提供する。本方法は、複数のベースライン３０１および複数のパルス
繰り返し周波数（ＰＲＦ）においてデータセットを取得する。複数のベースラインは、対
象エリアにわたっていくつかのパスを行う単一プラットフォーム、または同じエリアにわ
たってパスする複数の異なるプラットフォームを用いて確立することができる。
【００１７】
　この説明において、点散乱体３０２とともに、３Ｄ空間に配置された３Ｄオブジェクト
を考慮する。空間において高度方向に沿ってランダムに分布する、合計７０本のベースラ
インを考慮する。これらのベースラインは、高度に沿って均一な間隔で置かれた２８１本
の可能なベースラインから選択される。図３を参照されたい。ベースラインの合計本数は
、従来の３Ｄ　ＳＡＲシステムにおけるものと比べて実質的に少ない。
【００１８】
　本シミュレーションにおいて、従来の３Ｄ　ＳＡＲシステムに必要とされるベースライ
ンの全体本数の２５％しか必要としない。その上で、高度分解能を約４倍に上げることが
できる。
【００１９】
　各ベースラインにおいて、ＳＡＲ生データセットは一定ＰＲＦで取得される。一方、異
なるベースラインに関して、対応するＰＲＦは、他のＰＲＦと異なるようにランダムに選
択される。特に、全てのベースラインからのデータセットは、ベースＰＲＦから始まって
、ランダム整数値によってダウンサンプリングされる。つまり、各ＰＲＦは、ベースＰＲ
Ｆの一部であり、ダウンサンプリングレートは、セット｛２，３，４，５｝からランダム
に選択される。全てのデータセットは完全に整列しているとみなす。
【００２０】
　２つの異なる手法を比較する。第１の従来手法は、それぞれが異なるＰＲＦを有する７
０本のベースラインでの削減されたデータ収集と、従来のイメージング方法とを用いる。
本発明に係る手法では、削減されたデータ収集と、本発明のＣＳに基づくイメージング手
法とを用いる。従来の３Ｄイメージングにおいては、データをアップサンプリングし、欠
落データをゼロで補うことによって、近距離レンジマイグレーションイメージング手順（
ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ｒａｎｇｅ　ｍｉｇｒａｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｐｒｏｃｅ
ｄｕｒｅ）を用いる。この手順は、取得されたデータから高速のビーム形成結果を生成し
、取得演算子の逆を実施する。
【００２１】
　ＣＳに基づくイメージングにおいては、シーンのスパース性を利用する反復手順を用い
て欠落データを補い、その後、高速マイグレーションイメージングを行う。
【００２２】
　図４に示されるように、データセット４０１は、ＳＡＲシステムのセット｛１，．．．
，Ｎ｝から取得される。上述したように、データセットは、単一システムの複数のパスに
おいて取得することができる（４０５）。ここで、この説明において、各パスは独立した
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び独立システムの複数のパスの何らかの組合せを生成する。
【００２３】
　データセット４０１は、登録および整列され（４１０）、整列したデータセット４１５
が生成される。整列の後、整列した複数のベースライン、複数のＰＲＦデータセット４１
５に、ＣＳに基づく３Ｄ画像再構成が直接適用され（４２０）、３Ｄ　ＳＡＲ画像４３０
が取得される。
【００２４】
　図５Ａは、ダウンサンプリングに起因する方位および高度におけるエイリアシング５０
１が見られる場合のある、従来のイメージングの点散乱体を示す。
【００２５】
　図５Ｂは、本発明の実施形態に係る、ＣＳに基づくイメージングの、エイリアシングが
除かれた点散乱体を示す。
【００２６】
　図６Ａは、方位および高度の双方で大幅な劣化および低分解能を有する図５Ａの再構成
を示す。
【００２７】
　図６Ｂは、図５Ｂの再構成を示す。図示されるように、ＣＳに基づく手法は、利用可能
なデータが限られているのにかかわらず、再構成を大幅に改善する。実際、復元は全ての
利用可能なデータを用いる従来のイメージングに非常に近い。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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